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■広報・広聴
■広報紙
　広報紙は、原則として毎月1日と15日に発行します。ただし、4月は1回発行です。各世帯には、自治組織（区・組）を通
じて配布し、市内の公共施設や大型店舗などにも置きます。

■パブリック・コメント
　市の重要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の案の趣旨、内容などを公表し、市民等から意見、情報及
び専門的な知識を求め、これに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行う手続きです。広報紙、ホームページにそ
の都度掲載しますので、ご意見を提出してください。

■市政への提言
　本庁、須木庁舎及び野尻庁舎に市政への提言箱を設置していますので、ご意見・ご提言などをお寄せください。

■ホームページ
　小林市ホームページでは、暮らしに役立つ情報イ
ベント案内や市の業務についての情報を掲載してい
ます。ぜひ、ご覧ください。
　また、パソコンをお持ちでない方もインターネッ
ト接続可能な携帯電話を利用して、小林市ホーム
ページの掲載情報の一部を検索できます。ぜひ、ご
利用ください。

小林市ホームページアドレス
http://www.city.kobayashi.lg.jp

小林市携帯版ホームページアドレス
http://www.city.kobayashi.lg.jp/i/

ＱＲコード読み取り可能な携帯電話を
お持ちの方へ
　ＱＲコードが読み取り可能
な携帯電話をご利用の方は、こ
ちらのＱＲコードを読み取る
ことで携帯用ホームページに
アクセスできます。

【お問い合わせ先】
　本庁総務部総務課　☎23-0220

ＱＲコード
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